
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
五
号 

 
都
市
計
画
法
施
行
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

認
可
番
号 

 
 

平
成
十
三
年
三
月
二
十
七
日
指
令
開
指
第
四
四
―
〇
〇
四
四
七
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
月
十
三
日
都
計
第
三
四
五
号 

三 

施
行
地
区
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
日
高
市
横
手
一
丁
目
千
番
三
、
同
番
百
十
八
、
同
番
百
十
九
、
同
番
百
二
十 

 
 

（
第
十
五
工
区
） 

四 

事
業
主
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号 

 
 

西
武
鉄
道
株
式
会
社 

 
 

取
締
役
社
長 

若
林 

久 


